
台風１９号で被災された皆さまへ
災害救助法に基づく住宅の応急修理について（ご案内）

■１対象となる応急修理 （裏面参照）

屋根等の基本部分、ドア等の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備等、
当該住宅での生活に欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所

■２応急修理の限度額
住宅一戸あたりの応急修理限度額は、

半壊・大規模半壊 ・・・・・５９５,０００円（税込）

一部損壊（準半壊） ・・・・・３００,０００ 円（税込）

■３対象となる方・・・次のすべての要件を満たす方

①住宅が、半壊、大規模半壊、一部損壊（準半壊）の被害を受けている方（※１）
②応急修理を行った後、当該住宅で生活する方（当該住宅で日常生活をされていた方が対象）
③災害救助法に基づく応急仮設住宅等を利用しない方、利用していない方
④自らの資力では応急修理をすることができない方（大規模半壊は除く）

※１：全壊の住宅は、修理を行えない程度の被害を受けた住家であるため、応急修理の対象とはなり
ません。ただし全壊の場合でも、応急修理を実施することにより居住が可能となる場合は対象となること
もあります。

り災調査が未済の方（り災証明書の発行が未済の方）はご相談ください。

■４応急修理の方法
市が建設事業者等に応急修理工事を依頼します。

<<応急修理を行う建築事業者等（工務店など）について>>
・応急修理を行う建設事業者等は、申込者に市の事業者リストから選定していただきます。
・自ら選定することが難しい方には、紹介団体（飯山市建設業協会0269-62-2579）をご紹介します。
・依頼したい建築事業者等が決まっている場合は、相談時や申込受付時に申し出ください。

■５相談・受付期間

令和元年１１月２日（土）から４日（月）は飯山市公民館で、１１月５日（火）からは飯山市役所５階で申し
込みを受け付けます。（期末は未定です。）
※先着順ではありません。要件に該当すれば対象となります。

■６相談・受付窓口（受付時間）

１１月２日（土）から４日（月） 飯山市公民館２階講堂（９：００～１６：００）
１１月５日（火）から 飯山市役所５階 （９：００～１６：００）

■７申し込み方法等

■３の対象となる方の要件をご確認の上、相談・受付場所にご来場ください。
事前に申込書等が用意できる場合はご持参ください。（様式は市ホームページに掲載しています）
<<申込書等>>①住宅の応急修理申込書（様式１） ②罹災証明書（写し）
申込み受付時に、応急修理までの流れをご説明いたします。

住宅応急修理相談窓口 電話0269-62-3111 飯山市役所移住定住推進課
制度の詳しい内容は市ホームページにも掲載しています
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